
令和５年１０月からインボイス制度が開始されました。 
変更点についてご案内致します。 
 
①丸太に貼られている売払 NO 

適格発行事業者  ・・・◯に適   
適格発行事業者以外・・・■に免と印字 

 



②広告書について 

   

③広告書について 

 
 

売払 NO の下に課税、免税と表示 
（明細、簡易共に） 
 

税区分の 
課税・・・◯ 
免税・・・空欄 


